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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水不溶性色素（Ａ）１０～９５質量％、並びにポリビニルアルコール、ポリビニルアル
コール誘導体、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルピロリドン誘導体から選ばれる２
種以上（Ｂ）を含有する色素顆粒を、配合してなる洗浄剤組成物であって、
　（Ｂ）成分が、２０℃における４％水溶液のＢ型粘度計により測定した粘度が１５ｍＰ
ａ・ｓ以上であるポリビニルアルコール及びポリビニルアルコール誘導体から選ばれる１
種以上（ｂ１）と、２０℃における４％水溶液の粘度が１５ｍＰａ・ｓ未満であるポリビ
ニルアルコール及びポリビニルピロリドンから選ばれる１種以上（ｂ２）を含む、洗浄剤
組成物。
【請求項２】
　水不溶性色素（Ａ）の含有量が１８～８０質量％である、請求項１に記載の洗浄剤組成
物。
【請求項３】
　（Ｂ）成分が、前記ポリビニルアルコール誘導体（ｂ１）と前記ポリビニルアルコール
（ｂ２）の組み合わせ、前記ポリビニルアルコール誘導体（ｂ１）と前記ポリビニルピロ
リドン（ｂ２）の組み合わせ、前記ポリビニルアルコール（ｂ１）と前記ポリビニルピロ
リドン（ｂ２）の組み合わせのいずれかを含む、請求項１又は２に記載の洗浄剤組成物。
【請求項４】
　色素顆粒の配合量が０．００１質量％以上５質量％以下である、請求項１～３のいずれ
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かに記載の洗浄剤組成物。
【請求項５】
　色素顆粒中における、エタノール及び多価アルコールから選ばれるアルコール（Ｃ）の
含有量が５質量％以下である、請求項１～４のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項６】
　ポリビニルアルコール誘導体が、アニオン変性ポリビニルアルコール誘導体及びカチオ
ン変性ポリビニルアルコール誘導体から選ばれる１種又は２種以上である、請求項１～５
のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項７】
　アニオン変性ポリビニルアルコール誘導体が、カルボン酸変性ポリビニルアルコール、
ウンデシレン酸変性ポリビニルアルコール、及びスルホン酸変性ポリビニルアルコールか
ら選ばれる１種又は２種以上である、請求項６に記載の洗浄剤組成物。
【請求項８】
　カチオン変性ポリビニルアルコール誘導体が、アンモニウム変性ポリビニルアルコール
、スルホニウム変性ポリビニルアルコール、及びアミノ基変性ポリビニルアルコールから
選ばれる１種又は２種以上である、請求項６に記載の洗浄剤組成物。
【請求項９】
　色素顆粒中の（Ｂ）成分の含有量が０．０５質量％以上５０質量％以下である、請求項
１～８のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１０】
　洗浄剤組成物の５倍希釈液の電気伝導率が０．１Ｓ／ｍ以上１．７Ｓ／ｍ以下である請
求項１～９のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１１】
　水不溶性色素（Ａ）を含有する粉体と（Ｂ）成分の溶液とを混合して造粒した後、乾燥
して得た色素顆粒を、洗浄剤と混合する工程を有する、請求項１～１０のいずれかに記載
の洗浄剤組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は洗浄剤組成物に関し、詳しくは、使用時に立つ泡が十分に着色する洗浄剤組成
物、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　全身洗浄料や洗顔料等の洗浄剤は、通常、泡立てて使用する。洗浄剤を泡立てて使用す
る効果としては、（i）少量の洗浄剤で広範囲の洗浄が可能となる、（ii）洗浄部位にお
ける感触が向上する、（iii）泡を着色することで洗浄時の使用感を高めることができる
、等が挙げられる。
　従来、使用時の楽しさや使用感を向上させる目的で、色素を含有する顆粒を配合した組
成物や、泡に色を付与した組成物が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、炭素数１２～２０の脂肪酸塩の１００質量部に対して、少量
のグリセリン、キレート剤、抗酸化剤と、花弁抽出エキス０．００１～１０質量部とから
なる、オレンジから赤色に着色された固形石けんが開示されている。
　特許文献２には、水不溶性で平均粒径が５０μｍ以下の１次粒子を水溶性結合剤を用い
て造粒した顆粒を、水不溶性コーティング剤でコーティングした特定粒径の崩壊性顆粒を
配合した化粧料組成物が開示されている。
　特許文献３には、色が異なる内芯と外層からなり、内芯を構成する粉体は非疎水化粉体
で、外層を構成する粉体が疎水化粉体である二重構造顆粒を含有する、マッサージ行為等
によって容易に崩壊され速やかに内芯色に変化し、該行為の終点を知ることができる化粧
料が開示されている。



(3) JP 6318013 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

　特許文献４には、糖類粉末又は糖アルコール類粉末を含まない平均粒子径２０μｍ以下
のスクラブ微粉末を水溶性結合剤を用いて顆粒にし、洗浄剤を含む粉末又は顆粒と混合し
てなる、洗浄の終了が分るスクラブ洗浄料が開示されている。
　特許文献５には、洗剤を泡立てたときの泡色が有色であって、かつ洗い流しの水で容易
に泡の色が消える分量だけ色素を添加した、泡色を視覚的に楽しむことができる洗剤が開
示されている。
　特許文献６には、コア部に、着色剤、セルロース、ポリオールを含み、シェル部に特定
のポリマーを含んでなる、マイクロカプセル化された着色剤顆粒を含む洗浄組成物であっ
て、洗浄剤を使用する際に、こすり洗いのような物理的刺激によってマイクロカプセルが
徐々に崩壊し、泡色の変化により洗浄時間を知らしめる洗浄組成物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２０２６１５号公報
【特許文献２】特開２０００－１６９３３８号公報
【特許文献３】特開平４－３３８３１４号公報
【特許文献４】特開平４－１９８１１６号公報
【特許文献５】特開平１１－２６３９９６号公報
【特許文献６】特表２０１２－５３３６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１は、泡に色をつけるために製剤（バルク）を予め水性の植物エキスにより濃
く着色し、希釈や泡沫化を経ても着色が泡に反映される石けんであり、水不溶性色素を含
有する顆粒を用いるものではない。
　特許文献２は、マッサージする時に顆粒の色が変色し、皮膚への塗布及びマッサージの
程度を知ることができる化粧料組成物であり、希釈や泡沫化によりその色が泡にまで反映
されるものではない。
　特許文献３及び４は、使用時間の目安を与えることを目的として、水不溶性色素を用い
顆粒に色を付け使用時の顆粒の変化を追うことで洗浄の終了が分かるように、顆粒を濃く
着色した化粧料、洗浄料である。
　特許文献５は、合成色素や有色薬効エキスをある特定の範囲まで増やすことで有色の泡
を現出させたものであるが、色素量を増やすことで製剤（バルク）は濃く着色されてしま
うため、エアゾール容器やポンプフォーム容器に充填し、有色の泡を吐出する例が記載さ
れている。また具体的に使用されている色素は水溶性色素である。
　特許文献６は、こすり洗いのような物理的刺激によりシェル部を崩壊させ、コア部を放
出することで有色の泡を現出させているが、具体的な手洗い試験では、泡色が変わるまで
約２分間を要している。
【０００６】
　洗浄剤は、通常、使用時に希釈され、泡沫化して使用されるが、泡の液膜は非常に薄い
ため、泡の外観は光の全反射や乱反射により概ね白色を呈する。このため、泡を十分に着
色するためには、洗浄剤そのものを強く着色をすることが必要である。その結果、洗浄剤
の液色が濃くなり過ぎて、利用者が使ってみようと思う使用動機を獲得することが難しい
。また、着色剤を単に増量すると、製剤の安定性や起泡性が低下するという問題があった
。また、水溶性色素の方が少ない量で着色できるが、製剤（バルク）への色の滲出、皮膚
への着色といった問題があった。
　上記の特許文献１、５は、いずれも泡へ着色する組成物としてある程度の改善がなされ
ているが、泡立ちや安定性、泡への十分な着色性と、利用者の使用動機を獲得できるバル
ク外観特性を得られていない。特許文献２～４は、顆粒への着色に関するもので、製剤（
バルク）、泡への着色という点については考慮されていない。
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　特許文献６では、色素をマイクロカプセル化することでバルク外観特性について改善が
なされているが、泡を十分に着色させるには長時間の強い物理的刺激が必要であり、使用
者に心理的・身体的負担を与えてしまう。また、マイクロカプセルの崩壊性を調節する方
法は具体的に示されておらず、例えば、シェル部の厚みを調節する方法では、製造・充填
時の物理的刺激による顆粒の崩壊性と、使用時のこすり洗いによる顆粒の崩壊性が連動し
て上昇又は下降するため、製造・充填時の安定性とこすり洗いによる易崩壊性を両立する
ことはできていない。
　そこで、本発明は、豊かな泡立ちと製剤安定性を両立すると共に、利用者の使用動機を
損なうことなく、泡への十分な着色性を発揮し、泡への着色時間を容易に制御することが
できるため、利用者の用途に応じた心地よい使用感と好適な使用形態を提供できる優れた
洗浄剤組成物、及びその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、水不溶性色素の含有量が１０～９５質量％であり、ポリビニルアルコー
ル、ポリビニルアルコール誘導体、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルピロリドン誘
導体から選ばれる２種以上を含有する色素顆粒を配合してなる洗浄剤組成物が、上記課題
を解決できることを見出した。
　本発明は、次の［１］及び［２］を提供する。
［１］水不溶性色素（Ａ）１０～９５質量％、並びにポリビニルアルコール、ポリビニル
アルコール誘導体、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルピロリドン誘導体から選ばれ
る２種以上（Ｂ）を含有する色素顆粒を、配合してなる洗浄剤組成物。
［２］水不溶性色素（Ａ）を含有する粉体と（Ｂ）成分の溶液とを混合して造粒した後、
乾燥して得た色素顆粒を、洗浄剤と混合する工程を有する、前記［１］の洗浄剤組成物の
製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、豊かな泡立ちと製剤安定性を両立すると共に、利用者の使用動機を損
なうことなく、製剤（バルク）への着色を抑え、泡への十分な着色性を発揮し、泡への着
色時間を容易に制御することができるため、利用者の用途に応じた心地よい使用感と好適
な使用形態を提供できる優れた洗浄剤組成物、及びその製造方法を提供することができる
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［洗浄剤組成物］
　本発明の洗浄剤組成物は、水不溶性色素（Ａ）１０～９５質量％、並びにポリビニルア
ルコール、ポリビニルアルコール誘導体、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルピロリ
ドン誘導体から選ばれる２種以上（Ｂ）を含有する色素顆粒を、配合してなる洗浄剤組成
物であり、使用時の泡が有色となる洗浄剤組成物である。
　以下、本発明に用いられる各成分、及び製造方法について説明する。
【００１０】
［色素顆粒］
　本発明に用いられる色素顆粒（以下、単に「顆粒」ともいう）は、泡への十分な着色性
と製剤安定性の観点から、水不溶性色素（Ａ）を１０～９５質量％含有し、泡への着色を
制御するという観点から、（Ｂ）成分、及び必要に応じて粉体等を含むことが好ましい。
＜水不溶性色素（Ａ）＞
　水不溶性色素（Ａ）（以下、単に「色素」ともいう）は、洗浄料、化粧料等で使用され
ているものであれば特に限定なく使用することができる。ここで、色素の「水不溶性」と
は、２０℃の水１００ｇ中の溶解量が好ましくは１ｇ以下、より好ましくは０．１ｇ以下
であることを意味する。
　また、本明細書において、「色素」とは、色素顆粒に配合することで洗浄剤使用時に発
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色する成分を意味し、色素という名称の如何を問わない。
　水不溶性色素としては、合成又は天然の無機色素及び有機色素から選ばれる任意の色素
を用いることができる。
　水不溶性無機色素の具体例としては、トルマリン、酸化クロム、黄色三二酸化鉄、黒酸
化鉄、ベンガラ、酸化コバルト、グンジョウ、水酸化クロム、酸化チタン、酸化亜鉛、タ
ルク、マンガンバイオレット等が挙げられる。
　水不溶性有機色素の具体例としては、アゾレーキ顔料、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料
等のアゾ系顔料、フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーン等のフタロシアニン系
顔料、キナクリドン、イソインドリノン、ジオキサジン等が挙げられる。
　これらの色素は、単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００１１】
　水不溶性色素は、泡を十分に着色させる観点から、有機顔料が好ましく、その具体例と
しては、リコピン、カロテン、キサントフィル、クロロフィル、ヘリンドンピンク（赤色
２２６号）、レーキレッド（赤色２０３、２０４号）、リソールレッド、パーマネントオ
レンジ、フタロシアニンブルー、ハンザエロー等が挙げられる。
【００１２】
　色素顆粒中の水不溶性色素（Ａ）の含有量は、バルクの外観色や、製剤安定性、洗浄時
の泡立ち、泡への着色性の観点から、１０～９５質量％である。
　色素顆粒中の水不溶性色素（Ａ）の含有量は、上記の観点から、好ましくは１２質量％
以上、より好ましくは１５質量％以上、更に好ましくは１８質量％以上であり、その上限
は、好ましくは９０質量％以下、より好ましくは８５質量％以下、更に好ましくは８０質
量％以下である。具体的な範囲としては、１２～９０質量％が好ましく、１５～８５質量
％がより好ましく、１８～８０質量％が更に好ましい。
【００１３】
＜粉体＞
　本発明に用いられる色素顆粒には、洗浄時の顆粒の崩壊性、硬さの調節、安定性、製剤
中の色素の分散効果、顆粒外観、及び洗浄時の泡への着色性を向上させる観点から、水不
溶性粉体を含有させることが好ましい。
　ここで、粉体の「水不溶性」とは、２５℃において水９９質量部に対象の粉体１質量部
を溶解させたとき、溶解度が５０質量％未満であることを意味する。なお、溶解度は、水
溶液を濾紙（Ｎｏ．２）で濾過し、濾液中の固形分量より算出する。
【００１４】
　水不溶性粉体としては、無機粉体及び有機粉体が挙げられる。
　水不溶性無機粉体としては、タルク、マイカ、カオリン、ベントナイト、セリサイト、
セピオライト、シリカ、炭酸カルシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、雲母チタ
ン、酸化チタン、酸化アルミニウム、無水珪酸、ヒドロキシカルシウムアパタイト等の他
、真珠質等が挙げられる。
　水不溶性有機粉体としては、（i）ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリ
エチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリウレタン及びそれらの架橋体、ポリ（メタ
）アクリル酸ナトリウム、ポリ（メタ）アクリル酸エステル及びそれらの架橋体、エチレ
ンゴム、プロピレンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、シリコーンゴム
等のゴム類及びそれらの架橋体等の合成高分子微粒子からなる粉体、（ii）セルロース及
びその誘導体、キトサン及びその誘導体、コーンスターチ等の澱粉、果実の殻、脂肪酸、
植物抽出末、酵素、シクロデキストリン、シルクパウダー、金属石鹸、ヒアルロン酸ナト
リウム、ビタミンＣ、グリチリチン酸ジカリウム等の天然高分子及びそれらの誘導体等か
らなる粉体が挙げられる。
　これらの粉体は、単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００１５】
　これらの中では、タルク、マイカ、カオリン、ベントナイト、セリサイト、酸化マグネ
シウム、酸化カルシウム、雲母チタン、酸化チタン、酸化アルミニウム等の無機粉体、ポ
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リエチレン、ポリプロピレン、結晶セルロース、変性セルロース、コーンスターチ、澱粉
、脂肪酸、植物抽出末、酵素、シクロデキストリン、シルクパウダー、金属石鹸、ヒアル
ロン酸ナトリウム、ビタミンＣ、グリチリチン酸ジカリウム等の有機粉体が好ましい。
　粉体の形状は特に限定されず、真球状、略球状、平板状、棒状、及び粉砕等により異形
化したものでもよく、また中空、多孔質の粒子等も用いることができる。
　粉体の平均粒径は、造粒のしやすさ、及び粉体粒子が崩壊した場合の違和感や洗い流し
性の観点から、好ましくは５μｍ以上、より好ましくは１０μｍ以上であり、また好まし
くは７０μｍ以下、より好ましくは６０μｍ以下である。
　色素顆粒中の粉体の含有量は、好ましくは０～８０質量％であり、洗浄剤中での顆粒の
安定性及び造粒性の観点から、好ましくは７５質量％以下、より好ましくは７０質量％以
下、更に好ましくは５０質量％以下であり、また造粒時に顆粒内の色素を均一に分散させ
る観点から、好ましくは１０質量％以上、より好ましくは２０質量％以上、更に好ましく
は３０質量％以上である。
　色素と粉体との質量比（色素／粉体）は、好ましくは０．１以上、より好ましくは０．
１５以上、更に好ましくは０．２以上であり、また、好ましくは６以下、より好ましくは
４以下、更に好ましくは２．５以下である。
【００１６】
＜（Ｂ）成分＞
　本発明に用いられる（Ｂ）成分であるポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール誘
導体、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルピロリドン誘導体から選ばれる２種以上は
、一般的には結合剤として用いられることが多い。
　本発明に用いられる色素顆粒に含有される（Ｂ）成分は、顆粒の造粒形成、安定性保持
、洗浄剤使用時における顆粒への適度な崩壊性付与等の観点から用いられる。
　この（Ｂ）成分により、バルクの製剤安定性と泡への着色性を両立することが可能であ
り、剤型や使用状況に応じた好適な性質を調節、付与することができる。
　また、色素顆粒中の（Ｂ）成分の含有量は、洗浄剤中での顆粒の安定性及び造粒性の観
点から、好ましくは０．０５質量％以上、より好ましくは０．１質量％以上、更に好まし
くは０．５質量％以上であり、また、使用時に色素顆粒内の色素を均一に拡散させる観点
から、好ましくは５０質量％以下、より好ましくは３０質量％以下、更に好ましくは１５
質量％以下である。
　また、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アセチルセルロース、ヒド
ロキシメチルセルロース、メチルセルロース、カラギーナン、寒天、ゼラチン、アルギン
酸、アルギン酸誘導体、アラビアガム、セラック、ポリアクリル酸ソーダ、ポリアクリル
酸誘導体、メタクリル酸誘導体、酢酸ビニル等の公知の結合剤を、本発明に用いられる（
Ｂ）成分と組み合わせて任意に用いることができる。
【００１７】
（ポリビニルアルコール）
　ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）とは、未変性のＰＶＡのことであり、市販品としては
、日本合成化学株式会社製のゴーセノールシリーズ（ＧＬ―０３、ＥＧ－０５、ＥＧ－３
０、ＥＧ－４０等）、株式会社クラレ製のポバール（ＰＶＡ）シリーズ（４０３、４０５
、４２０、４２０Ｈ、４２４Ｈ、２０３、２０５、２１０、２１７、２２０、２２４、２
３５、２１７Ｅ、２２０Ｅ、２２４Ｅ等）等が例示されるが、これに限らず使用すること
ができる。
　ＰＶＡのけん化度は、洗浄剤組成物中での顆粒安定性の観点から、好ましくは７０％以
上、より好ましくは７５％以上、更に好ましくは８０％以上であり、使用時に顆粒を崩壊
させ、泡を十分に着色させる観点から、好ましくは９９％以下、より好ましくは９５％以
下である。
　ポリビニルアルコールの平均分子量は、ハンドリングのし易さの観点から、好ましくは
２０万以下、より好ましくは１８万以下、更に好ましくは１５万以下である。ポリビニル
アルコールの平均分子量は、粘度測定法によりシュタウディンガーの粘度式を用いて算出
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することができる。
【００１８】
（ポリビニルアルコール誘導体）
　ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）誘導体としては、カルボン酸変性ＰＶＡ、ウンデシレ
ン酸変性ＰＶＡ、スルホン酸変性ＰＶＡ等のアニオン変性ＰＶＡ誘導体、及びアンモニウ
ム変性ＰＶＡ、スルホニウム変性ＰＶＡ、アミノ基変性ＰＶＡ等のカチオン変性ＰＶＡ誘
導体から選ばれる１種又は２種以上を用いることができる。
　ＰＶＡ誘導体の市販品としては、日本合成化学株式会社製のゴーセネックスＴシリーズ
（Ｔ－３５０、Ｔ－３３０Ｈ等）、ゴーセネックスＬシリーズ（Ｌ－３２６６等）、ゴー
セネックスＫシリーズ（Ｋ－４３４等）、株式会社クラレ製のＫポリマーシリーズ（ＫＬ
－５０６、ＫＬ－３１８、ＫＬ－１１８、ＫＭ－６１８、ＫＭ－１１８等）、Ｃポリマー
シリーズ（Ｃ－５０６、ＣＭ－３１８等）が例示されるが、これに限らず使用することが
できる。これらの中でも、洗浄剤組成物への配合安定性の観点から、アニオン変性ＰＶＡ
誘導体が好ましく、カルボン酸変性ＰＶＡ及びスルホン酸変性ＰＶＡから選ばれる１種又
は２種が好ましい。
　ＰＶＡ誘導体のケン化度は、洗浄剤中での顆粒安定性の観点から、好ましくは７０％以
上、より好ましくは７５％以上、更に好ましくは８０％以上であり、使用時に顆粒を崩壊
させ、泡を十分に着色させる観点から、好ましくは９９．５％以下、より好ましくは９９
％以下である。
【００１９】
　アニオン変性ＰＶＡ誘導体、例えばカルボン酸変性ＰＶＡは、カルボキシ基を有する化
合物を、従来公知の方法により、ポリビニルアルコールに導入することにより製造するこ
とができる。カルボキシ基を含有する化合物としては、フマール酸、マレイン酸、イタコ
ン酸、無水マレイン酸、無水フタル酸、無水トリメット酸、アクリル酸及びそれらの塩等
が挙げられる。また、スルホン酸変性ＰＶＡは、スルホン酸基を有する化合物を、従来公
知の方法により、ポリビニルアルコールに導入することにより製造することができる。ス
ルホン酸基を有する化合物としては、エチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、メタアリ
ルスルホン酸、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、Ｐ－スルホン酸ベ
ンズアルデヒド及びそれら塩等が挙げられる。
　上記のアニオン変性ＰＶＡ誘導体の中でも、マレイン酸変性ＰＶＡが特に好ましい。
　アニオン変性ＰＶＡ誘導体の酸変性度は、使用時に顆粒を速やかに崩壊させ、泡の着色
性を向上させる観点から、好ましくは０．５モル％以上、より好ましくは１モル％以上で
あり、洗浄剤中の顆粒の安定性の観点から、好ましくは１０モル％以下、より好ましくは
５モル％以下である。
　ポリビニルアルコール誘導体の平均分子量は、ハンドリングのし易さの観点から、好ま
しくは２０万以下、より好ましくは１８万以下、更に好ましくは１５万以下である。ポリ
ビニルアルコール誘導体の平均分子量は、粘度測定法によりシュタウディンガーの粘度式
を用いて算出することができる。
【００２０】
（ポリビニルピロリドン及びポリビニルドン誘導体）
　ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）及びその誘導体としては、ポリビニルピロリドンその
ものや、ポリビニルピロリドンとアクリル酸やメタクリル酸及びビニルアルコール等との
コポリマー等から選ばれる１種又は２種以上が挙げられる。市販品としては、ＢＡＳＦ社
製のルビスコールシリーズ（Ｋ１７、Ｋ３０、Ｋ９０、ＶＡ７３Ｅ、ＶＡ６４Ｐ、ＶＡ３
７Ｅ等）、ＩＳＰ社製のＰＶＰシリーズ（Ｋ－１５、Ｋ－３０、Ｋ－９０、Ｋ－１５Ｗ、
Ｋ－３０Ｗ等）等が例示されるが、これに限らず使用することができる。これらの中でも
ハンドリング性と使用時に顆粒を崩壊させ、泡を十分に着色させる観点から、ポリビニル
ピロリドンを使用することが好ましい。
【００２１】
　（Ｂ）成分としては、ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール誘導体、ポリビニ
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ルピロリドン、及びポリビニルピロリドン誘導体から選ばれる２種以上を使用する。これ
らの中では、洗浄剤中での顆粒の安定性及び造粒性の観点から、２０℃における４％水溶
液のＢ型粘度計により測定した粘度が、好ましくは１５ｍＰａ・ｓ以上、より好ましくは
１８ｍＰａ・ｓ以上、更に好ましくは２０ｍＰａ・ｓ以上であるポリビニルアルコール及
びポリビニルアルコール誘導体から選ばれる１種以上（ｂ１）を含むことが好ましい。ま
た、使用時に色素顆粒内の色素を均一に拡散させる観点から、２０℃における４％水溶液
の粘度が好ましくは１５ｍＰａ・ｓ未満、より好ましくは１３ｍＰａ・ｓ未満、更に好ま
しくは１１ｍＰａ・ｓ未満であるポリビニルアルコール及びポリビニルピロリドンから選
ばれる１種以上（ｂ２）を含むことが好ましい。
【００２２】
　さらに、洗浄剤組成物中の顆粒の安定性と使用時の崩壊性を効率よく制御するという観
点から、前記ポリビニルアルコール及びポリビニルアルコール誘導体から選ばれる１種以
上（ｂ１）と、前記ポリビニルアルコール及びポリビニルピロリドンから選ばれる１種以
上（ｂ２）を組み合わせて使用することが好ましい。具体的な好ましい組み合わせとして
は、前記ポリビニルアルコール誘導体（ｂ１）と前記ポリビニルアルコール（ｂ２）の組
み合わせ、前記ポリビニルアルコール誘導体（ｂ１）と前記ポリビニルピロリドン（ｂ２
）の組み合わせ、前記ポリビニルアルコール（ｂ１）と前記ポリビニルピロリドン（ｂ２
）の組み合わせが挙げられる。
　洗浄剤中の色素顆粒の安定性と使用時の崩壊性を効率よく制御するという観点から、［
（ｂ１）／（ｂ２）］の配合質量比は、好ましくは０．０５以上、より好ましくは０．１
以上、更に好ましくは０．１５以上であり、また、好ましくは３．０以下、より好ましく
は２．５以下、更に好ましくは２．０以下である。具体的な範囲としては、０．０５～３
．０が好ましく、０．１～２．５がより好ましく、０．１５～２．０が更に好ましい。
【００２３】
（アルコール（Ｃ））
　本発明に用いられる色素顆粒は、水不溶性色素（Ａ）と（Ｂ）成分を含有し、さらにア
ルコール（Ｃ）を含有していてもよいが、アルコール（Ｃ）の量が多くなり過ぎると色素
顆粒の造粒性を損ない、製剤バルクへの着色が著しく認められるようになる。そのため、
色素顆粒中のアルコール（Ｃ）の含有量は、好ましくは５質量％以下、より好ましくは４
質量％以下、更に好ましくは３質量％以下、より更に好ましくは２質量％以下である。
　アルコール（Ｃ）は、エタノール及び多価アルコールから選ばれるアルコールである。
具体的には、エタノール（合成エタノール、発酵エタノール）、グリセリン、プロパンジ
オール、ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール、マルチトール、
キシリトール、プロピレングリコール等が例示される。これらの中でも、色素顆粒中に含
有しても影響が少ないものは、グリセリン、ソルビトール、マルチトール、キシリトール
、１，３－ブチレングリコール等であり、色素顆粒中に含有すると影響が大きいものとし
ては、エタノール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール等が挙げられる。
　ここで、アルコール（Ｃ）は、色素顆粒の造粒工程中に添加されるアルコールのことを
指すものであり、造粒、乾燥過程を経た色素顆粒を用いて洗浄剤組成物を調製する際に、
色素顆粒を除く洗浄剤組成物に配合されているアルコールが色素顆粒中に浸潤してきた場
合のアルコールは含まれない。これは、造粒、乾燥過程を経た色素顆粒は、（Ｂ）成分が
均一に分散した状態になっていることから、その後に洗浄剤組成物中のアルコール（Ｃ）
が浸潤してきても、造粒物の構造を壊すことはないためである。
【００２４】
（その他の成分）
　本発明に用いられる色素顆粒には前記の成分に加えて、必要に応じて本発明の効果を損
なわない範囲で通常使用される任意の成分を使用することができる。これらの成分として
は、界面活性剤、脂肪酸、シリコーン類、油分、エキス類、防腐剤、保湿剤、ポリマー類
、アミノ酸誘導体、糖誘導体、香料、薬剤等が挙げられる。
【００２５】
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＜色素顆粒の製造＞
　本発明に用いられる色素顆粒は、洗浄剤組成物を使用する際に加えられる化学的刺激及
び／又は物理的刺激によって崩壊し、色素等の顆粒中の成分を放出する。ここで、化学的
刺激とは、水の添加や蒸発による濃度変化、使用状況におけるｐＨ変化、温度変化等をい
い、物理的刺激とは、泡立てや塗布の際にかかる負荷等をいう。
　色素顆粒の製造方法としては、上記性質を得られるものであれば特に限定はなく、転動
造粒、流動層造粒、攪拌造粒、押し出し造粒、噴霧乾燥造粒、プレス（打錠）造粒、コー
ティング造粒、カプセル造粒等による方法が挙げられる。これらの中でも、転動造粒、流
動層造粒、攪拌造粒、押し出し造粒、噴霧乾燥造粒による方法で製造した場合、顆粒中の
成分全体が均一になっているため、使用時に、色だまりができにくく、徐々に泡が均一に
色づくため好ましい。
【００２６】
＜色素顆粒の形態＞
　本発明に用いられる色素顆粒の形状に特に制限はなく、真球状、略球状、平板状、棒状
、及び粉砕等により異形とした形状のものでもよい。
　色素顆粒の平均粒径は特に限定されないが、バルクの外観色を薄くすること、製剤安定
性、泡立ちの観点ら、製剤配合時の平均粒径は、好ましくは２０μｍ以上、より好ましく
は３０μｍ以上、更に好ましくは５０μｍ以上であり、肌への刺激性もしくは使用時の顆
粒の均一分配性という面から、好ましくは１５００μｍ以下、より好ましくは９００μｍ
以下、更に好ましくは８００μｍ以下である。
　色素顆粒の平均粒径は、ロータップ式ふるい振とう機等を用いたふるい分け法から求め
られた篩下質量分布等によって測定することができる。
【００２７】
［洗浄剤組成物］
　本発明の洗浄剤組成物においては、使用時に泡を十分に着色させる観点から、水不溶性
色素（Ａ）１０～９５質量％と（Ｂ）成分を含有する色素顆粒を０．００１質量％以上５
質量％以下配合することが好ましい。
　洗浄剤組成物中の色素顆粒の含有量は、泡への着色性の観点から、好ましくは０．００
５質量％以上、より好ましくは０．０１質量％以上、更に好ましくは０．０５質量％以上
であり、またその上限は、好ましくは４質量％以下、より好ましくは２質量％以下、更に
好ましくは１質量％以下である。
　また、洗浄剤組成物中の色素濃度は、泡への着色性の観点から、好ましくは０．００１
質量％以上、より好ましくは０．００５質量％以上、更に好ましくは０．００７質量％以
上であり、肌への着色をまねくおそれと、バルク外観色を薄くする観点から、好ましくは
５質量％以下、より好ましくは２質量％以下、更に好ましくは０．５質量％以下である。
【００２８】
（電気伝導率）
　本発明で使用する色素顆粒は、洗浄剤組成物中に含まれる水中のイオン濃度が低下する
ことで崩壊性が高くなり、それは洗浄剤組成物の通常使用形態である水による希釈によっ
ても同様の傾向が現れる。通常、洗浄剤ではイオン性界面活性剤や脂肪酸石鹸等の界面活
性剤、塩化ナトリウム等の無機塩、原料生産時における副産物として含まれる塩等、様々
なイオンが混合した状態となっており、具体的な水中イオン量を見積もることが難しいが
、電気伝導率を測定することにより概算的なイオンの力価を総合的な相対量として見積も
ることができる。
　洗浄剤組成物の電気伝導率の測定は、洗浄剤組成物の性状に関わらず、洗浄剤組成物を
１質量部分取し、精製水を４質量部加え、均一混合した溶液又は粘性液を試料として、２
５℃の条件下において市販の電気伝導率計（例えば、東亜ＤＫＫ株式会社製、ＥＣ　ＭＥ
ＴＥＲ　ＣＭ－６０Ｇ）を使用して行うことができる。
　本発明の洗浄剤組成物の５倍希釈液の電気伝導率は、色素顆粒の製造時、充填時、保存
時における安定性、及び使用時における易崩壊性の観点から、好ましくは０．１Ｓ／ｍ以
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上、より好ましくは０．２Ｓ／ｍ以上、更に好ましくは０．３Ｓ／ｍ以上、より更に好ま
しくは０．５Ｓ／ｍ以上であり、また好ましくは１．７Ｓ／ｍ以下、より好ましくは１．
５Ｓ／ｍ以下、更に好ましくは１．０Ｓ／ｍ以下、より更に好ましくは０．８Ｓ／ｍ以下
である。
【００２９】
　本発明において「泡が有色」とは、色素顆粒を配合していないこと以外は同一の組成で
ある洗浄剤組成物と比較して、目視でその泡色が変化していることを認識できることを意
味する。一般的な測色計で測定した場合、Ｌ*ａ*ｂ*表色系（ここで、Ｌ*は明度、ａ*は
赤－緑方向の色度、ｂ*は黄－青方向の色度を示す。）において、色差ΔＥが大きいほど
色の変化は認識しやすくなる。なお、ΔＥは下記式（１）で表される。
　ΔＥ＝［（ΔＬ*）2＋（Δａ*）2＋（Δｂ*）2］1/2　　　（１）
　本発明において、「目視で泡色が有色である」と確認できるΔＥとしては１以上である
ことが好ましく、より好ましくは２以上、更に好ましくは３以上である。ΔＥが１未満で
あると、目視で泡色の確認をすることが難しく、泡色が十分に有色であると確認できない
おそれがある。
　また本発明において、「製剤（バルク）への着色を抑えた」又は「製剤（バルク）の外
観色が薄い」とは、上記した色素顆粒を配合していないこと以外は同一の組成である洗浄
剤組成物と比較して、洗浄剤組成物の原液（バルク）の色差（ΔＥ）に有意差があること
を意味する。具体的には、前記色差（ΔＥ）が３０未満であることが好ましく、より好ま
しくは２０未満、更に好ましくは１２未満である。ΔＥが３０以上であると、利用者が使
う時に使いたくない、使うのに躊躇すると感じ、利用者の使用動機が損われるおそれがあ
る。
【００３０】
　洗浄剤組成物に配合される色素顆粒は、保存安定性の調整又は顆粒外観色の調整のため
に、外層と内層が異なる組成で構成される多層造粒物を使用してもよい。例えば、内部を
崩壊時間がより短くなるようなバインダー組成の一次顆粒として造粒し、顆粒の外層に崩
壊時間がより長くなるようなバインダー層を形成することで、弱い物理的刺激では崩壊せ
ず、強い物理的刺激がかかった場合に、効率よく崩壊、分散が起こるようにしたり、内層
に色素層、外層に酸化チタン層や別の色素層を形成することで、泡立つまで泡に着色する
色を見せないようにしたりすることもできる。
【００３１】
＜その他の成分＞
　本発明の洗浄剤組成物には、前記の色素顆粒に加えて、洗浄剤組成物の用途、目的に応
じて、本発明の効果を損なわない範囲で通常使用されている任意の成分を使用することが
できる。これらの成分としては、界面活性剤、油剤、増粘剤、保湿剤、湿潤剤、着色剤、
防腐剤、感触向上剤、香料、消炎剤、殺菌剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、収れん剤、美
白剤、抗炎症剤等の薬剤、水、アルコール等が挙げられる。
【００３２】
　アニオン性界面活性剤としては、脂肪酸石鹸、燐酸エステル系活性剤、硫酸エステル系
活性剤、スルホン酸系活性剤、カルボン酸系活性剤、アミノ酸系活性剤、スルホコハク酸
系活性剤、タウレート系活性剤、糖系界面活性剤等が挙げられ、非イオン性界面活性剤と
しては、エステル型、エーテル型、エーテルエステル型、アルカノールアミド型、アルキ
レングリコール型等の非イオン界面活性剤が挙げられ、両性界面活性剤としては、イミダ
ゾリン型、ベタイン型、アシルアミノ酸型等の両性界面活性剤が挙げられる。
　油剤としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、
オレイン酸、トール油、ラノリン脂肪酸等の天然脂肪酸、カプロン酸等の合成脂肪酸、ジ
ステアリン酸グリコール等のエステル油等が挙げられる。
　増粘剤としては、キサンタンガム、カラギーナン、アルギン酸等の天然高分子、カルボ
キシメチルセルロースナトリウム等の半合成高分子、カルボマー、ポリアクリル酸、ポリ
アクリル酸ナトリウム、アクリル酸／メタクリル酸アルキル共重合体等のアクリル酸系ポ
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リマー等の合成高分子等が挙げられる。
　保湿剤としては、Ｌ－アルギニン、アラニン、グリシン等のアミノ酸、ベタイン、ピロ
リドンカルボン酸、セラミド、リン脂質等の保湿性を有する脂質類、アロエ、オトギリソ
ウ、オクラ等の保湿効果を有する植物抽出物、ヨーグルト、ハチミツ等の天然物及びその
抽出物や分画物等が挙げられる。
【００３３】
　本発明の洗浄剤組成物の剤型は問わず、固形状、液体状、粉末状、ペースト状、ジェル
状等の様々な剤型にすることができる。
　本発明の洗浄剤組成物は、例えば、洗顔料、ボディソープ、ボディシャンプー、シャワ
ージェル等の全身洗浄料、ハンドソープ、ヘアシャンプー、食器用洗浄剤、液体洗濯洗剤
等に好適に用いることができる。
　また、これらの洗浄剤組成物は、泡立ての目安となる容器色や透明な容器を使用した場
合においても好適に用いることができる。
【００３４】
［洗浄剤組成物の製造方法］
　本発明の洗浄剤組成物の製造方法は、色素を含有する粉体と、ポリビニルアルコール及
びその誘導体、ポリビニルピロリドン及びその誘導体から選ばれる１種以上の（Ｂ）成分
の溶液とを混合し造粒して得た前記の色素顆粒を、洗浄剤と混合する工程を有する。
　色素顆粒の製造方法は前記のとおりである。
　色素顆粒と洗浄剤の混合方法に特に制限はなく、例えば、洗浄剤中に該色素顆粒を直接
投入後、ホモミキサー等を用いて攪拌することにより、容易に調製することができる。
【００３５】
　上述した実施の形態に関し、本発明は以下の洗浄剤組成物、及び洗浄剤組成物の製造方
法を開示する。
＜１＞　水不溶性色素（Ａ）１０～９５質量％、並びにポリビニルアルコール、ポリビニ
ルアルコール誘導体、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルピロリドン誘導体から選ば
れる２種以上（Ｂ）を含有する色素顆粒を、配合してなる洗浄剤組成物。
【００３６】
＜２＞　水不溶性色素（Ａ）の含有量が、好ましくは１２質量％以上、より好ましくは１
５質量％以上、更に好ましくは１８質量％以上であり、また好ましくは９０質量％以下、
より好ましくは８５質量％以下、更に好ましくは８０質量％以下である、前記＜１＞に記
載の洗浄剤組成物。
＜３＞　水不溶性色素（Ａ）の含有量が、１２～９０質量％、好ましくは１５～８５質量
％、更に好ましくは１８～８０質量％である、前記＜１＞又は＜２＞に記載の洗浄剤組成
物。
＜４＞　（Ｂ）成分が、２０℃における４％水溶液のＢ型粘度計により測定した粘度が、
好ましくは１５ｍＰａ・ｓ以上、より好ましくは１８ｍＰａ・ｓ以上、更に好ましくは２
０ｍＰａ・ｓ以上であるポリビニルアルコール及びポリビニルアルコール誘導体から選ば
れる１種以上（ｂ１）と、２０℃における４％水溶液の粘度が好ましくは１５ｍＰａ・ｓ
未満、より好ましくは１３ｍＰａ・ｓ未満、更に好ましくは１１ｍＰａ・ｓ未満であるポ
リビニルアルコール及びポリビニルピロリドンから選ばれる１種以上（ｂ２）を含む、前
記＜１＞～＜３＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜５＞　（Ｂ）成分が、前記ポリビニルアルコール誘導体（ｂ１）と前記ポリビニルアル
コール（ｂ２）の組み合わせ、前記ポリビニルアルコール誘導体（ｂ１）と前記ポリビニ
ルピロリドン（ｂ２）の組み合わせ、前記ポリビニルアルコール（ｂ１）と前記ポリビニ
ルピロリドン（ｂ２）の組み合わせのいずれかを含む、前記＜４＞に記載の洗浄剤組成物
。
＜６＞　［（ｂ１）／（ｂ２）］の配合質量比が、好ましくは０．０５以上、より好まし
くは０．１以上、更に好ましくは０．１５以上であり、また、好ましくは３．０以下、よ
り好ましくは２．５以下、更に好ましくは２．０以下である、前記＜４＞又は＜５＞に記
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載の洗浄剤組成物。
【００３７】
＜７＞　色素顆粒中の（Ｂ）成分であるポリビニルアルコール誘導体が、アニオン変性ポ
リビニルアルコール誘導体及びカチオン変性ポリビニルアルコール誘導体から選ばれる１
種又は２種以上である、前記＜１＞～＜６＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜８＞　アニオン変性ポリビニルアルコール誘導体が、カルボン酸変性ポリビニルアルコ
ール、ウンデシレン酸変性ポリビニルアルコール、及びスルホン酸変性ポリビニルアルコ
ールから選ばれる１種又は２種以上である、前記＜７＞に記載の洗浄剤組成物。
＜９＞　カチオン変性ポリビニルアルコール誘導体が、アンモニウム変性ポリビニルアル
コール、スルホニウム変性ポリビニルアルコール、及びアミノ基変性ポリビニルアルコー
ルから選ばれる１種又は２種以上である、前記＜７＞に記載の洗浄剤組成物。
＜１０＞　色素顆粒中の（Ｂ）成分の含有量が、好ましくは０．０５質量％以上、より好
ましくは０．１質量％以上、更に好ましくは０．５質量％以上であり、また好ましくは５
０質量％以下、より好ましくは３０質量％以下、更に好ましくは１５質量％以下である前
記＜１＞～＜９＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜１１＞　（Ｂ）成分の含有量が、好ましくは０．０５質量％以上、より好ましくは０．
１質量％以上、更に好ましくは０．５質量％以上であり、また、好ましくは５０質量％以
下、より好ましくは３０質量％以下、更に好ましくは１５質量％以下である、前記＜１＞
～＜１０＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜１２＞　色素顆粒中における、エタノール及び多価アルコールから選ばれるアルコール
（Ｃ）の含有量が０～５質量％である、前記＜１＞～＜１１＞のいずれかに記載の洗浄剤
組成物。
＜１３＞　色素顆粒の平均粒径が、好ましくは２０μｍ以上、より好ましくは３０μｍ以
上、更に好ましくは５０μｍ以上であり、また、好ましくは１５００μｍ以下、より好ま
しくは９００μｍ以下、更に好ましくは８００μｍ以下である、前記＜１＞～＜１２＞の
いずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３８】
＜１４＞　色素顆粒が、水不溶性粉体を含有する、前記＜１＞～＜１３＞のいずれかに記
載の洗浄剤組成物。
＜１５＞　浄剤組成物中の色素顆粒の含有量が、好ましくは０．００５質量％以上、より
好ましくは０．０１質量％以上、更に好ましくは０．０５質量％以上であり、また、好ま
しくは４質量％以下、より好ましくは２質量％以下、更に好ましくは１質量％以下である
、前記＜１＞～＜１４＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜１６＞　洗浄剤組成物中の色素濃度が、好ましくは０．００１質量％以上、より好まし
くは０．００５質量％以上、更に好ましくは０．００７質量％以上であり、また、好まし
くは５質量％以下、より好ましくは２質量％以下、更に好ましくは０．５質量％以下であ
る、前記＜１＞～＜１５＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜１７＞　洗浄剤組成物の５倍希釈液の電気伝導率が、好ましくは０．１Ｓ／ｍ以上、よ
り好ましくは０．２Ｓ／ｍ以上、更に好ましくは０．３Ｓ／ｍ以上、より更に好ましくは
０．５Ｓ／ｍ以上であり、また好ましくは１．７Ｓ／ｍ以下、より好ましくは１．５Ｓ／
ｍ以下、更に好ましくは１．０Ｓ／ｍ以下、より更に好ましくは０．８Ｓ／ｍ以下である
、前記＜１＞～＜１６＞のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
＜１８＞　水不溶性色素（Ａ）を含有する粉体と（Ｂ）成分の溶液とを混合して造粒した
後、乾燥して得た色素顆粒を、洗浄剤と混合する工程を有する、前記＜１＞～＜１７＞の
いずれかに記載の洗浄剤組成物の製造方法。
【実施例】
【００３９】
　以下の実施例及び比較例において、特記しない限り、「％」は「質量％」を意味し、「
部」は「質量部」を意味する。
　なお、色素顆粒の平均粒径の測定は、以下の方法により行った。
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＜色素顆粒の平均粒径の測定＞
　ＪＩＳ Ｚ ８８０１－１（２０００年５月２０日制定、２００６年１１月２０日最終改
正）規定の２０００、１４００、１０００、７１０、５００、３５５、２５０、１８０、
１２５、９０、６３、４５μｍの１２段の篩と受け皿を用いて、受け皿上に目開きの小さ
な篩から順に積み重ね、最上部の２０００μｍの篩の上から１００ｇの粒子を添加し、蓋
をしてロータップ型ふるい振とう機（ＨＥＩＫＯ製作所製、タッピング１５６回／分、ロ
ーリング：２９０回／分）に取り付け、５分間振動させた後、それぞれの篩及び受け皿上
に残留した当該粒子の質量を測定し、各篩上の当該粒子の質量割合（％）を算出する。受
け皿から順に目開きの小さな篩上の当該粒子の質量割合を積算していき、合計が５０％と
なる粒径を平均粒径とした。
【００４０】
製造例１（色素顆粒（１）の製造）
　撹拌造粒機のＦＭ－２０型ヘンシェルミキサー（日本コークス工業株式会社製、容量２
０Ｌ）に、コーンスターチ（商品名：日本薬局方トウモロコシデンプン、松谷化学工業株
式会社製）０．８ｋｇ及び色素（商品名：赤色２２６号、癸巳化成株式会社製）１．２ｋ
ｇを仕込み、撹拌羽根の回転数９００ｒｐｍ（撹拌羽根の先端周速度：１４ｍ／ｓ）の条
件下で５分間混合した。ここに、ポリビニルアルコール誘導体（商品名：ＫＭ－１１８、
株式会社クラレ製、マレイン酸変性ＰＶＡ、平均分子量８万、２０℃における４％水溶液
粘度３０ｍＰａ・ｓ）１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０％水溶液２１０ｇと
共に、ポリビニルピロリドン（商品名：Ｋ－１５、International Specialty Products, 
Inc. 製ＰＶＰ、２０℃における４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）１０質量部を精製水９０
質量部に溶解した１０％水溶液６３０ｇ（温度４０℃）を混合して添加し、６分間撹拌を
行い、１００℃の熱風で３０分間乾燥し、篩による分級を行って、表１、２、３及び５に
示す平均粒径を有する色素顆粒（１）（色素分５８％）を得た。
【００４１】
製造例２～３、１０、１１、１６～２０（色素顆粒（２）～（３）、（１０）、（１１）
、（１６）～（２０）の製造）
　製造例１において、表に示す（Ｂ）成分又は色素の配合組み合わせと組成割合に変えた
以外は、製造例１と同様にして、平均粒径３００μｍの色素顆粒（２）～（３）、（１０
）、（１１）、（１６）～（２０）を得た。
【００４２】
製造例４（色素顆粒（４）の製造）
　（Ｂ）成分として、ポリビニルアルコール（商品名：ゴーセノールＥＧ－０５、日本合
成化学工業株式会社製、平均分子量約１２万、２０℃における４％水溶液粘度４４ｍＰａ
・ｓ）１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０％水溶液６３０ｇと共に、ポリビニ
ルアルコール誘導体（商品名：ＫＭ－１１８、株式会社クラレ製、マレイン酸変性ＰＶＡ
、平均分子量８万、２０℃における４％水溶液粘度３０ｍＰａ・ｓ）１０質量部を精製水
９０質量部に溶解した１０％水溶液２１０ｇ（温度４０℃）を添加して用いたこと以外は
、製造例１と同様にして、平均粒径３００μｍの色素顆粒（４）を得た。
【００４３】
製造例５（色素顆粒（５）の製造）
　（Ｂ）成分として、ポリビニルアルコール（商品名：ゴーセノールＥＧ－４０、日本合
成化学工業株式会社製、平均分子量約３万、２０℃における４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ
）１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０％水溶液２１０ｇと共に、ポリビニルピ
ロリドン（商品名：Ｋ－１５、International Specialty Products, Inc. 製ＰＶＰ、２
０℃における４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１
０％水溶液６３０ｇ（温度４０℃）を添加して用いたこと以外は、製造例１と同様にして
、平均粒径３００μｍの色素顆粒（５）を得た。
【００４４】
製造例６～９（色素顆粒（６）～（９）の製造）
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　（Ｂ）成分として、ポリビニルアルコール誘導体（商品名：ＫＭ－１１８、株式会社ク
ラレ製、マレイン酸変性ＰＶＡ、平均分子量８万、２０℃における４％水溶液粘度３０ｍ
Ｐａ・ｓ）もしくは、ポリビニルピロリドン（商品名：Ｋ－１５、International Specia
lty Products, Inc. 製ＰＶＰ、２０℃における４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）、ポリビ
ニルアルコール（商品名：ゴーセノールＥＧ－４０、日本合成化学工業株式会社製、平均
分子量約１２万、２０℃における４％水溶液粘度４４ｍＰａ・ｓ）、（商品名：ゴーセノ
ールＥＧ－０５、日本合成化学工業株式会社製、平均分子量約３万、２０℃における４％
水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）のいずれかの１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０％
水溶液８４０ｇ（温度４０℃）を添加して用いたこと以外は、製造例１と同様にして、平
均粒径３００μｍの色素顆粒（６）～（９）を得た。
【００４５】
製造例１２～１４（色素顆粒（１２）～（１４）の製造）
　撹拌造粒機のＦＭ－２０型ヘンシェルミキサー（日本コークス工業株式会社製、容量２
０Ｌ）に、コーンスターチ（商品名：日本薬局方トウモロコシデンプン、松谷化学工業株
式会社製）を所定の量（（１２）０．７６ｋｇ、（１３）０．７１ｋｇ、（１４）０．６
３ｋｇ）及び色素（商品名：赤色２２６号、癸巳化成株式会社製）１．２ｋｇを仕込み、
撹拌羽根の回転数９００ｒｐｍ（撹拌羽根の先端周速度：１４ｍ／ｓ）の条件下で５分間
混合した。ポリビニルアルコール誘導体（商品名：ＫＭ－１１８、株式会社クラレ製、マ
レイン酸変性ＰＶＡ、平均分子量８万、２０℃における４％水溶液粘度３０ｍＰａ・ｓ）
１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０％水溶液２１０ｇと共に、ポリビニルピロ
リドン（商品名：Ｋ－１５、International Specialty Products, Inc. 製ＰＶＰ、２０
℃における４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０
％水溶液６３０ｇ（温度４０℃）を混合し、さらに濃グリセリンを所定量（（１２）４２
ｇ、（１３）８４ｇ、（１４）１６８ｇ）を添加し、６分間撹拌を行い、１００℃の熱風
で３０分間乾燥し、篩による分級を行って、平均粒径３００μｍの色素顆粒（１２）～（
１４）を得た。
【００４６】
製造例１５（色素顆粒（１５）の製造）
　（Ｂ）成分として、ポリビニルアルコール誘導体（商品名：ＣＭ－３１８、株式会社ク
ラレ製、アミノ基変性ＰＶＡ、２０℃における４％水溶液粘度２２ｍＰａ・ｓ）１０質量
部を精製水９０質量部に溶解した１０％水溶液２１０ｇと共に、ポリビニルピロリドン（
商品名：Ｋ－１５、International Specialty Products, Inc. 製ＰＶＰ、２０℃におけ
る４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）１０質量部を精製水９０質量部に溶解した１０％水溶液
６３０ｇ（温度４０℃）を添加して用いたこと以外は、製造例１と同様にして、平均粒径
３００μｍの色素顆粒（１５）を得た。
【００４７】
製造例２１（色素顆粒（２１）の製造）
　製造例１において、色素（商品名：赤色２２６号、癸巳化成株式会社製）をβ－カロテ
ンに代えた以外は、製造例１と同様にして、平均粒径３００μｍの色素顆粒（２１）を得
た。
製造例２２（色素顆粒（２２）の製造）
　製造例１において、色素（商品名：赤色２２６号、癸巳化成株式会社製）を黒酸化鉄に
代えた以外は、製造例１と同様にして、平均粒径３００μｍの色素顆粒（２２）を得た。
【００４８】
製造例２３（色素顆粒（２３）の製造）
　色素１ｋｇ（商品名：赤色２２６号）、ポリビニルアルコール（商品名：ゴーセノール
ＥＧ－４０、日本合成化学工業株式会社製、平均分子量約１２万、２０℃における４％水
溶液粘度４４ｍＰａ・ｓ）の１０％水溶液０．２ｋｇ、ポリビニルアルコール誘導体（商
品名：ゴーセネックスＴ－３３０Ｈ、日本合成化学工業株式会社製、平均分子量約１０万
、２０℃における４％水溶液粘度３０ｍＰａ・ｓ）の１０％水溶液０．３ｋｇ、ポリビニ



(15) JP 6318013 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

ルピロリドン（商品名：Ｋ－１５）の１０％水溶液０．５ｋｇコーンスターチ０．９ｋｇ
を用い、製造例１と同様にして、平均粒径４００μｍの色素顆粒（２３）（色素分５０％
）を得た。
製造例２４（色素顆粒（２４）の製造）
　卓上ミキサー（商品名：パナソニック　ＭＸ－Ｘ６１－Ｗ、パナソニック株式会社製）
に色素６５ｇ（商品名：赤色２２６号）とコーンスターチ３２ｇを入れ、５分間攪拌後、
ポリビニルアルコール誘導体（商品名：ＫＭ－１１８）の１０％水溶液１５ｇとポリビニ
ルアルコール（商品名：ゴーセノールＥＧ－０５、日本合成化学工業株式会社製、平均分
子量約３万、２０℃における４％水溶液粘度５ｍＰａ・ｓ）の１０％水溶液１５ｇを混合
し、ミキサー内に滴下しながら攪拌し、造粒物を得た。得られた造粒物を１００℃の熱風
で３０分間乾燥し、篩による分級を行って、平均粒径３００μｍの色素顆粒（２４）（色
素分６５％）を得た。
【００４９】
製造例２５（色素顆粒（２５）の製造）
　色素７８ｇ（商品名：赤色２２６号）、コーンスターチ２０ｇ、ポリビニルアルコール
（商品名：ゴーセノールＥＧ－４０）の１０％水溶液１０ｇとポリビニルピロリドン（商
品名：Ｋ－１５）の１０％水溶液１０ｇを用い、製造例２４と同様にして、平均粒径６０
０μｍの色素顆粒（２５）（色素分７８％）を得た。
製造例２６（色素顆粒（２６）の製造）
　色素３０ｇ（商品名：赤色２２６号）、コーンスターチ６６ｇ、ポリビニルアルコール
（商品名：ＫＭ－１１８）の１０％水溶液１５ｇと、ポリビニルピロリドン（商品名：Ｋ
－１５）の１０％水溶液２５ｇを用い、製造例２４と同様にして、平均粒径１５０μｍの
色素顆粒（２６）（色素分３０％）を得た。
【００５０】
実施例１～２６及び比較例１～１２（ボディソープ）
　前記製造例で得られた色素顆粒を用いて、表１～表５に記載の配合組成よりなるボディ
ソープを常法により調製し、下記の評価を行った。結果を表１～表５に示す。
【００５１】
＜５倍希釈溶液の電気伝導率の測定＞
　洗浄剤組成物を１０ｇ分取し、精製水を４０ｇ加え、均一攪拌した溶液又は粘性液を試
料として、電気伝導率計（ＥＣ　ＭＥＴＥＲ　ＣＭ－６０Ｇ、東亜ＤＫＫ株式会社製）を
用いて２５℃の条件下における伝導率を測定した。
【００５２】
＜測色計による評価＞
（１）洗浄剤の色の評価
　実施例及び比較例で得られたボディソープ１ｇを測色計（コニカミノルタオプティクス
株式会社製、Ｄ６５光源）で測色し、前記式（１）により色差ΔＥを算出した。
（２）泡色の評価
　実施例及び比較例で得られたボディソープ１ｇに、水道水（４０℃）を９ｇ加えて攪拌
部にネットを装着した泡立て器（パナソニック　ハンドミキサー　ＭＫ－Ｈ４－Ｗ、パナ
ソニック株式会社製）で３０秒間泡立てを行ない、５０ｍLガラス容器に泡を充填後、測
色計（コニカミノルタオプティクス株式会社製、Ｄ６５光源）で測色し、前記式（１）に
より色差ΔＥを算出した。
【００５３】
＜パネラーによる官能評価＞
　パネラー（５人）に、実施例及び比較例で得られたボディソープを通常の使用方法で使
用してもらい、「手に取ったときの外観」、「泡立てた泡の泡色」、「使用時の泡立ち」
、「泡が発色するまでにかかる時間」について、下記の各評価基準に従って官能評価を行
ない、パネラー５名の平均点を求めた。
　なお、「使用時の泡立ち」についてはコントロール洗浄剤組成物（比較例１）のボディ
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（１）手に取ったときの外観の評価
　　４：通常の洗浄剤である。
　　３：洗浄剤原液（バルク）の液色は、ほんのり色づく程度で、躊躇なく使用できる。
　　２：洗浄剤原液（バルク）の液色は、やや濃く、使えないこともないが、少し躊躇が
ある。
　　１：洗浄剤原液（バルク）の液色が濃すぎて使いたくない。
（２）泡立てた泡の泡色の評価
　　５：泡に均一に非常に濃い色づきが見られる。
　　４：泡に均一に濃い色づきが見られる。
　　３：泡が薄く色づくことが見てとれる。
　　２：よく見ると泡に色がついていることが分かる。
　　１：泡色は真っ白である。
（３）使用時の泡立ちの評価
　　４：泡立ちがとても良い。
　　３：泡立ちが良い。
　　２：泡立ちが悪い。
　　１：泡立ちがとても悪い。
（４）泡が発色するまでにかかる時間
　洗浄剤を手にとり、泡立てを開始した時間を測定開始点（始点）とし、基準色（ａ*＝
３）を提示し、基準色と同等の色になったら申告してもらい、その申告の時点を測定終了
点（終点）とした。始点から終点までの時間を泡が発色するまでにかかる時間として平均
値を算出した。
　　５：１０秒以内
　　４：１１～３０秒
　　３：３１～６０秒
　　２：６１～９０秒
　　１：９１秒以上
　　×：標準色（ａ*＝３)まで至らない
【００５４】
＜安定性評価＞
（１）色素顆粒の配合安定性
　実施例及び比較例で用いた色素顆粒を、洗浄剤組成物に配合する際の安定性について、
下記の基準で視覚評価を行った。
　　３：問題なく配合できる。
　　２：配合時に顆粒から色素の染み出しが見られるが、経時で変化することはない。
　　１：配合時に色素の染み出しがあり、経時で粒径や製剤の色調に変化がある。
（２）保存安定性
　実施例及び比較例で得られたボディソープを、４５℃の恒温槽に２週間保存し、製剤の
保存安定性（分離や顆粒・色調の均一性）について、下記の基準で視覚評価を行った。
　　３：安定である。
　　２：製剤の粘度が低下する傾向にあるが、外観上変化は見られない。
　　１：製剤が分離する、顆粒が沈降、浮上する、色むらが生じる等の変化がある。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
　表１から明らかなように、実施例１～５のボディソープは、製剤自体の着色は抑えられ
、使用時の泡の着色性、泡立ち、泡への発色にかかる時間、また安定性の全ての点におい
て優れた性能を示していた。一方、色素を顆粒化せずに配合した比較例８～１１と、水溶
性色素を用いた色素顆粒を配合した比較例１２のボディソープは、いずれも製剤自体が濃
く着色され過ぎており、保存安定性にも劣るものであった。また、色素顆粒中の色素量が
５質量％と少ない比較例６及び７のボディソープは、泡の着色性が不十分であった。
【００５７】
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【表２】

【００５８】
　表２から明らかなように、実施例１、及び６～９のボディソープは、いずれも製剤自体
の着色は抑えられ、使用したときの泡の着色性、泡立ち、安定性に優れた性能を示してい
たが、色素顆粒に含まれる濃グリセリンが増加すると、色素顆粒の安定性に影響が出るこ
とが予測された。
【００５９】
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【００６０】
　表３から明らかなように、５倍希釈用液の電気伝導率が高くなりすぎると、使用時にお
ける色素顆粒の易崩壊性に影響が出ることが予測された。
【００６１】
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【表４】

【００６２】
　表４から明らかなように、色素顆粒に用いられる（Ｂ）成分は、洗浄剤中での顆粒の安
定性と使用時の崩壊性を効率よく制御するには、［（ｂ１）／（ｂ２）］の配合質量比が
影響することが分かった。
【００６３】
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【表５】

【００６４】
　表５から明らかなように、実施例１８～２６のボディソープは、いずれも製剤自体の着
色は抑えられ、使用したときの泡の着色性、泡立ち、安定性に優れた性能を示していた。
【００６５】
実施例２７（ヘアシャンプー）
　常法により下記組成のヘアシャンプーを調製（ｐＨ６／２５℃）し、前記と同様の評価
を行ったところ、製剤自体の着色は抑えられ、使用したときの泡への着色性、製剤を手に
取ったときの外観の印象、泡立ち、安定性のいずれにも優れた結果を得た。また、実施例
２７で得られた５倍希釈溶液の電気伝導率は０．５３３Ｓ／ｍであった。

（成分名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配合量（質量％）
　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　５．０
　ＰＯＥ（３）ラウリルエーテル酢酸ナトリウム　　　　　　　　　　　５．０
　ヒドロキシアルキルヒドロキシエチルサルコシン　　　　　　　　　　５．０
　１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　ラウリン酸モノイソプロパノールアミド　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ジステアリン酸エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　ＰＯＥセチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
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　（商品名：Ｎ－ＢＣ－１５ＴＸ、日本サーファクタント工業株式会社製）
　カチオン化セルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（商品名：レオガードＧＰ、ライオン株式会社製）
　カチオン化ファヌグリークガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（商品名：カチナールＣＦ－１００、東邦化学工業株式会社製）
　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　安息香酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／アクリル酸カルボキシ
　エチルアンモニウム）クロスポリマー　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（商品名：Aristoflex TAC 、クラリアント社製）
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液　　　０．５
　（商品名：マーコート５５０、カルゴン社製）
　グリチリチン酸二カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　イソプロピルメチルフェノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　ニンジンエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：ニンジン抽出液ＢＧ、丸善製薬株式会社製）
　オウバクエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：オウバクリキッドＢ、一丸ファルコス株式会社製）
　オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　ジメチコノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　色素顆粒（製造例２３により顆粒中色素分５０％に調製したもの）　　０．２
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
【００６６】
実施例２８（ヘアシャンプー）
　常法により下記組成のヘアシャンプーを調製（ｐＨ６／２５℃）し、前記と同様の評価
を行ったところ、製剤自体の着色は抑えられ、使用したときの泡への着色性、製剤を手に
取ったときの外観の印象、泡立ち、安定性のいずれにも優れた結果を得た。また実施例２
８で得られた５倍希釈溶液の電気伝導率は０．７０２Ｓ／ｍであった。

（成分名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配合量（質量％）
　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　１０．０
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン液　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　ラウロイルメチル－β－アラニンナトリウム液　　　　　　　　　　　３．０
　ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　ラウリン酸モノイソプロパノールアミド　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ジステアリン酸エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
　セルロース誘導体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　（商品名：カチナールＨＣ－２００、東邦化学工業株式会社製）
　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　パラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　安息香酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　カルボマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　（商品名：Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ａｑｕａ　ＳＦ－２、アクゾノーベル社製）
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液　　　２．０
　（商品名：マーコート５５０、オンデオ　ナルコ社製）
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　グリチリチン酸二カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　イソプロピルメチルフェノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　ハチミツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　加水分解シルク液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：プロモイスシルク－１０００、株式会社成和化成製）
　ムラサキセンブリエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：ムラサキセンブリ抽出液、丸善製薬株式会社製）
　ジメチコン水性エマルジョン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　（商品名：ＢＹ２２－０８３、東レ・ダヴコーニング・シリコーン社製）
　色素顆粒（製造例２４により顆粒中色素分６５％に調製したもの）　　０．１
　黄色４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０００２
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
【００６７】
実施例２９（ボディシャンプー）
　常法により下記組成のボディシャンプーを調製（ｐＨ６／２５℃）し、前記と同様の評
価を行ったところ、製剤自体の着色は抑えられ、使用時の泡への着色性、製剤を手に取っ
たときの外観の印象、泡立ち、安定性のいずれにも優れた結果を得た。また実施例２９で
得られた５倍希釈溶液の電気伝導率は０．６８８Ｓ／ｍであった。

（成分名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配合量（質量％）
　ＰＯＥ（３）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　１０．０
　ラウリル硫酸トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシル－ＤＬ－アラニントリエタノールアミン　　　０．５
　ＰＯＥセチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　（商品名：Ｎ－ＢＣ－１０ＴＸ、日本サーファクタント工業株式会社製）
　ラウリン酸モノイソプロパノールアミド　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ＰＯＥセトステアリルヒドロキシミリスチレンエーテル　　　　　　　０．１
　（商品名：エルファコスＧＴ２８２Ｓ、アクゾ社製）
　カルボマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液　　　１．０
　（商品名：マーコート５５０、ナルコ社製）
　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　サリチル酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　パラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　アルモンド油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　ジメチコノール（１００ｍｍ2／ｓ；２５℃）　　　　　　　　　　　 １．２
　キウイエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：キウイ抽出液、香栄興業株式会社製）
　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　色素顆粒（製造例１により顆粒中色素分５８％に調製したもの）　　　０．１
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
【００６８】
　実施例３０（ボディソープ）
　常法により下記組成のボディソープを調製（ｐＨ９／２５℃）し、前記と同様の評価を
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行ったところ、製剤自体の着色は抑えられ、使用時の泡への着色性、製剤を手に取ったと
きの外観の印象、泡立ち、安定性のいずれの特性にも優れた結果を得た。また実施例３０
で得られた５倍希釈溶液の電気伝導率は０．７９７Ｓ／ｍであった。

（成分名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配合量（質量％）
　ラウリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　ミリスチン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　パルミチン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ＰＯＥ（３）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　５．０
　パーム核油脂肪酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　１．０
　グァーガム誘導体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：カチナールＣＧ－１００、東邦化学工業株式会社製）
　アクリルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム
　共重合体液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　（商品名：マーコートプラス３３３０、ナルコ社製）
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液　　　１．０
　（商品名：マーコート５５０、ナルコ社製）
　カルボマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５
　（商品名：Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ａｑｕａ　ＳＦ－１）
　ジステアリン酸エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　ヒドロキシプロピルメチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　加水分解コンキオリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：真珠たん白抽出液ＢＧ－Ｊ、丸善製薬株式会社製）
　モモ葉エキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：モモ抽出液、丸善製薬株式会社製）
　アセロラエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（商品名：ニチレイ・アセロラエキスＷＢ、ニチレイバイオサイエンス社製）
　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　ジメチコノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　（商品名：YF3802A 、モメンティブ社製、80,000ｍｍ2／ｓ；２５℃）
　水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　色素顆粒（製造例２３により顆粒中色素分５０％に調製したもの）　　０．１
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
【００６９】
　実施例３１（洗顔料）
　常法により下記組成の洗顔料を調製（ｐＨ９／２５℃）し、前記と同様の評価を行った
ところ、製剤自体の着色は抑えられ、使用時の泡への着色性、製剤を手に取ったときの外
観の印象、泡立ち、安定性のいずれにも優れた結果を得た。また実施例３１で得られた５
倍希釈溶液の電気伝導率は０．５９０Ｓ／ｍであった。

（成分名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配合量（質量％）
　ラウリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ミリスチン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０
　ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　ヒドロキシアルキルヒドロキシエチルアラニン　　　　　　　　　　　５．０
　ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
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　ＰＯＥセチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　イソステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
　アクリルアミド・アクリル酸・
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液　　　　　　　　　　　１．０
　（商品名：マーコートプラス３３３０、ナルコ社製）
　ジステアリン酸エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　オトギリソウエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名： オトギリソウ抽出液、香栄興業株式会社製）
　ローヤルゼリーエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：ローヤルゼリー抽出液Ｂ、池田糖化工業株式会社製）
　黒砂糖エキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　グレープフルーツエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：ファルコレックス　グレープフルーツＢ、一丸ファルコス株式会社製）
　ジオウエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：ファルコレックス　ジオウＢ、一丸ファルコス株式会社製）
　水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　色素顆粒（製造例２５により顆粒中色素分７８％に調製したもの）　　０．３
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
【００７０】
　実施例３２（洗顔料）
　常法により上記組成の洗顔料を調製（ｐＨ６／２５℃）し、前記と同様の評価を行った
ところ、製剤自体の着色は抑えられ、使用時の泡への着色性、製剤を手に取ったときの外
観の印象、泡立ち、安定性のいずれにも優れた結果を得た。また実施例３２で得られた５
倍希釈溶液の電気伝導率は０．４１５Ｓ／ｍであった。

（成分名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配合量（質量％）
　ミリストイルグルタミン酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
　ココイルグリシンカリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
　ＰＥＧ－４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
　ＰＥＧ－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ヒドロキシアルキルヒドロキシエチルアラニン　　　　　　　　　　　２．０
　ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ヒドロキシプロピルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　ＰＯＥセチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　イソステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム　　　　　　　　　　　　　　１．０
　塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液　　　１．０
　（商品名：マーコート５５０、ナルコ社製）
　１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　カオリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　オトギリソウエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名： オトギリソウ抽出液、香栄興業株式会社製）
　ローヤルゼリーエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
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　（商品名：ローヤルゼリー抽出液Ｂ、池田糖化工業株式会社製）
　黒砂糖エキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：コクトオリゴピュアＩＩＩ、山川貿易株式会社製）
　グレープフルーツエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：ファルコレックス　グレープフルーツＢ、一丸ファルコス株式会社製）
　アンズ果汁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（商品名：アプリコットエキス、エスペリス社製）
　水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　色素顆粒（製造例２６により顆粒中色素分３０％に調製したもの）　　０．０５
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の洗浄剤組成物は、豊かな泡立ちと製剤安定性を両立すると共に、利用者の使用
動機を損なうことなく、泡への十分な着色性を発揮し、泡への着色時間を容易に制御する
ことができるため、利用者の用途に応じた心地よい使用感と好適な使用形態を提供するこ
とができる。
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